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「専⾨外なのでお受けできません」――。 
弁護⼠の仕事は、このように依頼をお断りすることができますが、当直中の急患への対応を求められた医師は、専⾨外の分野でも
適切な対応をしなければなりません。 
しかし、専⾨外の急患に、医師としては最善を尽くしたと認識している事案であっても、患者側から「医師の対応に過失があったた
めに損害が⽣じた」と主張され、不法⾏為に基づく損害賠償訴訟を提起されることがあります。 
このような場合、裁判所は、⾮専⾨医がどのような対応をしていれば「過失なし」と認定し、どのような対応をしていれば「過失あり」
と認定するのでしょうか。今回は、実際の判例をもとに考察したいと思います。
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⾮専⾨医がTIA⾒逃し 損害賠償訴訟へ

福岡地裁平成24年3⽉27⽇判決では、裁判所が、TIA疑いで緊急搬送された患者の対応をした⾮専⾨医2名につい
て対応が不適切と認定し、内1名について過失を認定しています。

この事案は、原告が、TIA疑いとして緊急搬送された際の受け⼊れ病院を被告として、搬送当⽇対応した消化器外科
のA医師と、翌⽇対応した循環器を専⾨とするB医師が、TIAまたはその疑いが強いと診断すべき義務があったにも
関わらず、これを怠るなどしたため、脳梗塞により重篤な障害を負ったとして損害賠償を求めたものです。

患者が救急搬送されるまでの経緯

今回問題となった医療事件は、原告のかかりつけ病院であった被告が、原告の救急搬送先となった際に⽣じたもの
です。

原告は、平成2年頃から被告病院に定期通院しており、⾼⾎圧症の診断を受けて服薬したり、⾎液検査、尿検査、⼼電
図検査、Ｘ線検査等の各種検査を定期的に受けたりしていましたが、平成18年に⼼エコーで僧帽弁逆流の診断を受
けたこと以外には重篤な疾患がなく、毎⽇飲酒し、1⽇20本程度喫煙して、飲酒喫煙についても被告病院で指導を受
けていました。

平成20年11⽉3⽇、原告は追突事故に遭い、被告病院での診察の際、「交通事故の影響で左⼿指にしびれがある」と
伝えていました。それ以降、原告は平成21年2⽉27⽇までこの事故に関して通院していましたが、症状は軽快していま
した。

平成21年3⽉3⽇午後9時頃、原告は、⾃宅近くの店で代⾦を⽀払おうとして、左⼿から硬貨を落とし、それを拾っては
また落としていました。

このとき、原告の顔⾯の⽚側が垂れ下がっており、その様⼦を⾒た店主が、以前、同店で脳梗塞を発症した客の様⼦
と似ていたため、119番通報しました。

救急隊員が到着したときの原告の様⼦は、椅⼦に座っており、意識清明、顔⾊正常、呼吸正常、⾃覚症状なし、主訴等
なし、四肢のしびれや⿇痺もなし、頭痛、嘔気、めまいもなし、外観状態として歩⾏不能、というものでした。

原告の搬送中の⾎圧は、同⽇午後9時9分に191／110、同⽇午後9時12分に169／101、同⽇午後9時15分に172／
101でした。 
被告は、原告のかかりつけ病院であったため、緊急搬送された原告を受け⼊れることになりました。

A医師、B医師の対応

緊急搬送された原告を被告病院が受け⼊れた当⽇は、当直のA医師が対応しましたが、その翌⽇は原告の主治医で
あるB医師の診察予定であったので、B医師が対応しました。 
A医師、B医師の診察⽇時、確認・問診内容、診察・検査内容、認識、診断、指⽰・投薬は、以下のとおりです。



診察後の経過

原告は、平成21年3⽉4⽇にB医師の診察を受けた後帰宅し、4⽉8⽇に診察を受ける予定になっていましたが、3⽉17
⽇午後10時頃、仮眠から⽬覚めた際、⾆が少しもつれ、表情がこわばった状態となりました。原告の家族は、原告の状
態が⻑時間継続しなかったので、救急⾞を呼ぶことなく、そのまま就寝させました。

翌18⽇の午前4時40分頃、原告は⾃宅で倒れているところを家族に発⾒され、被告とは異なる医療機関に緊急搬送
されました。
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搬送先医療機関で、原告は、意識障害、重度の感覚性失語、右上下肢⿇痺が認められ、脳梗塞と診断。同⽇、頭部CT、
MRI検査により左中⼤動脈領域に拡散強調画像上⾼信号域が認められ、これが責任病巣と考えられました。

また、左内頚動脈閉塞も伴っていたため、アテローム⾎栓性脳梗塞の可能性が⾼いと考えられ、アルガトロバンによ
る治療が開始されましたが、右上下肢⿇痺が増悪したほか、同⽉20⽇には発作性⼼房細動が認められました。

その後は、モニター⼼電図やホルター⼼電図で発作性⼼房細動や動悸、胸痛は認められず、経胸壁⼼エコー検査で
も明らかな⼼房内⾎栓や壁運動の低下など明らかな塞栓源となり得る所⾒は認められませんでしたが、原告の緊急
搬送先医療機関の医師は、突然発症したということ、発作性⼼房細動は通常、1回で終わることはなく、繰り返し起こ
ることが⼀般的であり、以前にも発作性⼼房細動を起こしていた可能性が⾼いこと、同⽉4⽇の被告病院における
MRA検査では内頚動脈に狭窄が⾒られなかったことから、脳梗塞の機序が⼼原性脳塞栓症であると診断しました。

再発予防としてヘパリンが投与された後は、明らかな症状の増悪がなく、ワーファリンによる抗凝固療法も開始されま
した。

原告は⼊院後、脳梗塞急性期治療及びリハビリを含む回復期治療を受け、更に被告病院に転院して⼊通院によるリ
ハビリを続けましたが、感覚性失語について、簡単な⽇常会話はある程度できるが⾔葉や記憶が混乱することがよく
ある状態、右上肢については、腕を肩の⾼さまで⾟うじて上げられるものの、つかむなどの⾏為は全くできない状態、
右下肢については下肢装具着⽤で⾟うじて⾃⼒歩⾏可能な状態となり、平成21年5⽉には要介護3の認定を受けまし
た。

裁判所は何を「不適切」と認定したか

上記のとおり、緊急搬送当⽇に対応したA医師、緊急搬送翌⽇に対応したB医師、いずれも、TIAについて「意識障害
を伴うもの」と誤解しており、原告や原告の親族等から詳細な聞き取りを⾏わず、原告について、TIAまたはその疑い
が強いという診断をしていませんでした。

裁判所は、以下の3点については当時の「⼀般的な医学的知⾒」であり、⾮専⾨医でも認識しておくべき内容であった
と述べ、A医師、B医師ともに、対応が不適切であったと認定しています。

1. TIAが⼀過性の意識障害ではなく⼀過性の神経障害を伴う脳虚⾎症状であること
2. TIAの診断においては過去の症状についての問診が重要であること
3. TIAが疑われた場合には、速やかに原因を検索し、治療を開始すべきこと

これに対し病院側は、⾮専⾨医がTIAにどの程度の対応すべきかという点について、⼤きく以下の3点を理由に、当時
の医療⽔準では、適切な問診を⾏い、TIAまたはその疑いがあることを診断する義務があるというレベルまでは要求
できないと主張しました。

（A）裁判上証拠として提出されていた脳卒中ガイドライン2009は、専⾨医及び⼀般内科医⽤とされているが、まず専
⾨医の脳卒中治療を標準化し、それから⼀般内科医へ広がっていくように期待されているものであり、⾮専⾨医は通
常⾒ないものである 

（B）TIAは、⾮専⾨医に正確に理解されておらず、⾮専⾨医の「TIA疑い」と診断した患者の多くはTIAではなく、実際
にTIAであったケースは1割以下である 

（C）TIAの定義や診断については、専⾨医の間でもコンセンサスが得られていない

しかし、裁判所は、以下のように指摘し、病院側の主張を認めませんでした。



（A）上記①②③の⼀般的知⾒は、ガイドライン2009を待つまでもなく、今⽇の診断指針、メルクマニュアル等の極め
て⼀般的な⽂献に基づいて認定し得る 

（B）医療⽔準は医師の注意義務の基準となるものであって、平均的医師が現に⾏っている医療慣⾏とは必ずしも⼀
致しない

（C）定義について専⾨家の間に異論があるとしても、上記①②③の⼀般的知⾒に基づく定義等は⼀般的に承認され
ている

裁判所は、何を「過失」と認定したか

裁判所は、Ａ医師、Ｂ医師の対応を不適切と認定したうえで、更にＢ医師について、早期機序確定・治療開始義務違反
の過失を認定しています。

A医師について義務違反までは認定されず、B医師について義務違反が認定されたのはなぜでしょうか。

裁判所の認定によると、緊急搬送された当時、原告はTIAまたはその疑いが強い状態であって、A医師、B医師、いず
れも速やかに原因を検索し、治療を開始すべき義務を負っていました。そしてその義務とは、患者を即刻⼊院させるこ
とまでを必要とするものではなく、「1週間程度の期間内に原因を検索し、そのために必要であれば⼊院を勧めるべき
だった」というものでした。

A医師は、原告が搬送翌⽇に被告病院を受診する予定であったことから、その⽇は⼊院を勧めずに帰宅させていた
ので、裁判所は、A医師に義務違反はないと認定しました。

他⽅、B医師については、原告が翌⽇被告病院を受診した際に、諸検査を⾏ったものの、TIAに関する誤解等に基づ
き、診断を誤った結果、⼼臓に原因があるかどうかの検討を⾏わず、特段の注意を与えることなく帰宅させていたの
で、裁判所は、B医師が、TIAの原因を更に検索して、これに対応する治療を開始する義務を怠ったと認定したので
す。

なお被告は、諸検査を実施したが、原告に、新鮮脳梗塞の所⾒はなく、主幹動脈の⾼度狭窄、閉塞化所⾒も認められ
なかった点を⾔及。加えて、前⽇の救急報告書上も不整脈や⼼房細動を疑わせる所⾒はなく、過去の⼼電図検査や
触診・聴診においても不整脈や⼼房細動が出たことはなかったことや、過去の⼼エコー検査でも運動障害や⼼壁の
異常所⾒等はなく、⼼臓の負荷をうかがわせる末梢浮腫もなかったこと等から、早期機序確定義務等の違反はない
と主張しています。

これに対し裁判所は、TIAの原因検索は1週間以内程度の早期に、他の機序の検索に加え、⼼原性塞栓源、⼼房細動
等のスクリーニングも⾏うべきであり、過去に⾏った⼼電図、超⾳波検査で異常がなかったからといって、TIAの発症
時に異常がなかったといえるものではないと指摘。原告の場合、⼼エコー検査で軽度の僧帽弁逆流も⾒られていた
のであるから、⼼電図検査、さらに、原因が判明しない場合には、ホルター⼼電図検査を⾏い、そのために必要であれ
ば⼊院を勧めるなどして、原因を検索すべきであったものと考えられるとして被告の主張を認めませんでした。

因果関係・損害について

原告が求めた損害賠償額約8050万円のうち、裁判所が被告に⽀払いを命じた損害賠償額は440万円でした。 
原告が請求していた8050万円は、⼊院・治療費、⼊院雑費、⼊院付添費、介護費、将来介護費、装具代、⾃宅改修費、
休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料、⼊通院慰謝料、及び弁護⼠費⽤を合計したものでしたが、裁判所が⽀払いを命
じた440万円は、慰謝料400万円と弁護⼠費⽤40万円を合計したものです。



裁判所が原告の請求額を認めなかったのは、裁判所がB医師に認定した過失と、原告の主張する損害との因果関係
を否定したからです。

過失と損害との因果関係について、原告は、「B医師が本件発症についてTIAの疑いが強いと診断し、TIAにおける機
序確定の重要性・必要性の下、精密な⼼電図検査が2、3回繰り返されることによって⼼房細動が検出された可能性
が⾼く、それにより、TIAの発⽣機序が⼼原性のものであることが明らかとなり、抗凝固薬を投与することによって、3
⽉18⽇の脳梗塞を防⽌できた可能性が⾼い」と主張しています。

これに対し裁判所は、⼤きく以下の2点を指摘し、B医師の義務違反がなかったとしても、原告の3⽉18⽇の脳梗塞を
防⽌し得た⾼度の蓋然性を肯定することは困難であり、結果との相当因果関係は認められないと判断し、原告の主
張を認めなかったのです。

原告はB医師の診察の時点では、全く無症状であったから、その後に、場合によっては⼊院を伴う集中的な検査
を⾏うことについて、原告がこれを理解せず、通院を怠ったり、⼊院を拒否したりして、3⽉18⽇までに検査が終
わらず、⼜はこれに基づく治療が開始されなかった可能性も⼗分あった
原告に脳梗塞が発症して⼊院した際も、⼼房細動が発⾒されたのは⼊院3⽇⽬である同⽉20⽇であり、かつそ
の1回しか発⾒されていないことからすると、仮に同⽉4⽇以降、⼊院するなどしてホルター⼼電図等の検査が
なされたとしても、⼼房細動が発⾒されたとは限らない。さらに、原告の⼼房細動が発⾒され、抗凝固療法が開
始されていたとしても、同療法も100％脳梗塞の発症を防ぐことのできるものではなく、なお、脳梗塞が発症して
いた可能性は否定できない

このように因果関係が否定したうえで、裁判所は、「原告は、相当因果関係の存在を前提として慰謝料等の請求をして
いるが、少なくとも黙⽰的予備的に、被告に過失がなければ重篤な後遺障害を免れた相当程度の可能性の侵害によ
る慰謝料の請求をしているものと解するのが相当である」、「⼀般に、適切な医療⾏為を受けていたならば、患者に重
⼤な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者が上記可能性を侵害された
ことによって被った損害を賠償すべき不法⾏為責任を負うと解される」として、400万円の慰謝料とその1割の弁護⼠
費⽤の⽀払いを被告に命じました。

なお、この400万円の慰謝料認定の理由として、裁判所は、

B医師が原告についてTIAの疑いが強いと診断して原因を検索し、治療を開始していれば、原告に重⼤な後遺
障害が⽣じなかった相当程度の可能性がある
原告が上記可能性を侵害されたことによって被った損害（慰謝料）額は、上記可能性は⾼度の蓋然性には⾄ら
ないものの必ずしも低いものとはいえない
原告の後遺障害が右上下肢の⿇痺及び感覚性失語であり、労働能⼒を全て喪失し、要介護3級の認定を受け
る程度の重⼤なものである

などと指摘したほか、B医師の義務違反の内容や、原告が⾼⾎圧治療のためC医師らから控えるように指導を受けて
いたにもかかわらず、毎⽇20本以上の喫煙、3合以上の飲酒を続けていたこと等を考慮したことを⽰しています。

裁判例をふまえ今後注意すべきこと

この裁判例は、原告、被告双⽅が控訴していない事案であるため、第⼀審である地⽅裁判所の判断のみで確定して
いますが、仮に控訴、上告されていたら、上級審である⾼等裁判所、最⾼裁判所では、別の認定があり得たかもしれま
せん。

しかし、確定した裁判例である以上、今後同様の事件が起きた際には、原告側が引⽤する裁判例となる可能性があり
ます。そのため、TIAまたはその疑いのある事案について、たとえ専⾨外の分野であったとしても、速やかに原因を検
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索し、治療を開始すべき義務が求められる場合があることは、リスクマネージメント上知っておくべきポイントだと⾔
えるでしょう。。

ただ、今回の判決が、全ての責任を医師に負わせようとしているわけでは決してない、というところも裁判例の読み
⽅としては注意すべき点です。臨床医の先⽣⽅が参考にできるのは、判決内容だけではありません。特に、今回のケ
ースは、専⾨外の医師に多⼤な義務を認めた、ように⾒えるところもありますが、⼀⽅で、裁判では、裁判所が認めた
⾦額が請求⾦額の1割程度であるような場合には、裁判所は、医師に全責任を負わせようとしていない、という意味も
含んでいます。医療訴訟の裁判例を⾒るときには、裁判所の考え⽅の参考にすることに加えて、裁判所の認めた⾦額
にも着⽬してみると、別の側⾯が⾒えてくると思います。

「「医師で弁護⼠」が語る医療判例解説」 連載記事⼀覧

01 週1抗がん剤毎⽇投与で患者死亡…医師が負う3つの法的責任
2019年7⽉19⽇

02 ⼿術室はもはや密室ではない。ある逆転裁判からの教訓
2019年9⽉6⽇

03 医局員の医療ミス…教授はどう裁かれる？
2019年10⽉7⽇

04 ⼤学病院での死亡事故、医局員たちのその後
2019年10⽉14⽇

05 医師の過失、刑事と⺠事で判断が異なるワケ
2019年10⽉26⽇

06
「先⽣がもっと早く検査していたら」患者の訴えに医師は

合わせて読みたい

新型コロナ、医師転職への影響は？転職活動の進め⽅をコンサルタントが解説
忙しくて転職活動をする時間がない。どうすればいい？−ドクター転職3分相談室
「転職しない⽅がいい」アドバイスの理由は
こんな講座では医師の成⻑はない（天野 篤⽒）
強制的なキャリア変更（名郷 直樹⽒）
医局も⼤学院⽣も「被害者」（⼤須賀 覚⽒）
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